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米国関連資料 

否定的なクレーム限定が先行技術に開示されているか否かが 

どのように判断されるのかについて示された最近の CAFC判例 
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１. はじめに 
 

特許クレームがどのように解釈されるかは、非常に重要な問題であり、特に、訴訟時のクレー

ム解釈は、各文言について議論が交わされ、訴訟の行方を大きく左右するものとなります。 

 

出願人は、クレーム解釈の際、否定的な限定よりも、肯定的な限定の方を好む傾向にあります

が、例えば、プロセキューション時に先行技術を回避するために、否定的な限定をせざるを得な

い場合もあります。USPTOは、否定的なクレーム限定を明示的に認めています。 

 

MPEP 2173.05(i)によれば、たとえ否定的であっても、求められる特許保護の境界が明確に

記載されている限り、クレームは、米国特許法第 112 条(b)／米国特許法第 112 条第 2 パラグ

ラフの要件を充足します。 

換言すれば、出願当初の開示に基づくものでない否定的な限定を含むクレームは、記載要件を

充足していないので、米国特許法第 112 条(a)／米国特許法第 112 条第 1 パラグラフに基づき

拒絶されます。 

 

 このような状況下で、特許性に異議を唱える者は、否定的なクレーム限定が先行技術文献に開

示されていることを立証しようとする場合に参考になる、二つの事件について、CAFC が先例

のない判決を下しました。これら二つの興味深い CAFC判例を以下に紹介します。 
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